
宮城県地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る申請手続の流れ 

 

 

 

外部評価対象事業所 

 （介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価機関 

 

 

 

 

※市町村への申請は、各事業所の外部評価予定月の概ね３ヶ月前までに提出する。 

 （２ヶ月前から外部評価機関で訪問調査の準備を開始するため） 

 

所在する市町村の介護保険担当課 

  

宮城県長寿社会政策課運営指導班 

①各事業所が市町村に 

適用申請書及び 

関係書類を提出 

②市町村から事業所に 

適用同意書を通知 

③各事業所が県に 

適用同意書の写しを提出 

④県から外部評価機関に通知 


